
介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号

老人保健課 1368

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特
定診療費も算定できないか。

算定できない。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1479

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 サービス利用提供前の健康診
断の費用負担とサービス提供拒
否

サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできる
か。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。（短期入所生
活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護）

短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護については通常相当期間以
上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出
等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議に
おける情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状
態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは
可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議による
ものと考える。
しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒
否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。
なお、集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが、居宅サービス
として位置づけられ、利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことか
ら、利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適
切ではない。

13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅱの1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1480

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持っ
てきてもよいのか。

デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

93

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1481

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支え
ないか。

食費は利用者との契約で定められるものであるが､あらかじめ利用者から連絡があれば食
事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャン
セルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。

17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

95

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1482

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能
か。

利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

96

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1483

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。

①　原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間
内の再利用の場合には、この限りでない。
②　御指摘のとおりである。
③　配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情
報提供を受けるなどの対応をされたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

6

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1484

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険
施設等」という。）から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は
入院した場合の補足給付の取扱い如何。

40号通知の通則（2）に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、
居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

11

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1485

19 短期入所療養介
護事業

3 運営 食費関係 　短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事の
キャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべき
か。
(例）食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段
階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が
補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場
合。

　実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により食事を提
供した場合には食事代を請求することは可能であり、したがって、御指摘
の場合でも、利用者から食事代として650円を徴収した場合には、50円の補
足給付が受けられる。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について 13

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1486

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の
対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日
は対象となるのか。

支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給
限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。（介護保険法施
行規則第83条の5及び第97条の3）

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

14

回答
ＱＡ発出時期、文書番号等

担当課 連番
サービス種別

基準種別 項目 質問
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1487

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 療養食加算 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併
設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼する
ケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せん
の交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。

1　短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置
医師が交付することとする。
2　なお、設問のような場合については、運営基準において、「短期入所事業者は、指定短
期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー
ビス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療
サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること」とされているところであり、
療養食の可能性についてもサービス担当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始日
に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事せんの発行を行っておくなど適宜工夫して
行われたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について 29

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1488

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 日帰り利用関係 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 短期入所生活(療養)介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて
位置づけられるものであり、規定は設けられていない。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q
＆A(vol.1)

67

老人保健課 1489

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 介護療養型医療施設の短期入
所療養介護における特定診療
費

特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者
についても算定できるか。

初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者
には算定できない。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A
vol.2 Ⅰ(1）⑦1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1490

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬
算定可能か。

二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ3

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1491

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続し
ているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。

退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ4

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1492

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連
続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。

保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が
変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。

13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ5

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1493

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 送迎加算 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等
を利用する場合は､送迎加算は算定できるか。

短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前
提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる
場合は､算定できない。
ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人
身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り､乗合形式
で送迎を行ってもよい。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1494

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 送迎加算 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算
の算定について

短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を
行うことが必要と認められる利用者に対して､原則として、送迎車により利用者の居宅まで
個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無に
かかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

2

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1495

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 ユニット型個室等 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの
間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。

ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所する
までの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経
過措置が適用されることはない。

17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

23

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1496

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 短期入所生活（療養）介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

89
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1497

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 摂食機能療法 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 1　摂食機能療法は、
・医師又は歯科医師が直接行う場合
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法
士又は作業療法士が行う場合
に算定できる。
（介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所
療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るＱ＆
Ａ」（平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）において、「理学療法
士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等につい
ては理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として
算定することができるものとする。）
2　なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
・医師又は歯科医師
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は歯科衛生士
に限り行うことが可能である。

19.7.3
事務連絡
摂食機能療法の算定基準
に係るQ&A

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1498

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 栄養管理体制加算（施設サービ
ス・短期入所サービス）

管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どの
ように考えればいいのか。

今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じ
た適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算
については基本サービス費への包括化を行ったところである。
これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであ
り、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、
各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 17

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1499

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算（施設サービス・短
期入所サービス）

療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する
者とは。

対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 18

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1500

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 夜勤職員配置加算（施設サービ
ス・短期入所サービス）

(夜勤職員配置加算）ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分
それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている
部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 19

老人保健課 1501

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 101

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1502

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めてい
ただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 102

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1503

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応
加算

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっ
ても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以
内で算定できる。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 110

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1504

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応
加算

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定で
きるか。

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、
予定どおりの入所は対象とならない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 111

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1505

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、
血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。

医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認め
なくなるまで算定できる。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.2) 10
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1506

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 区分支給限度基準額を超えて短期入所療養介護を利用している月において、緊急時施設
療養費、特定診療費がある場合、どこまでを支給限度基準内とみなして請求可能か。

区分限度管理対象となる単位数を日別に積み上げて、支給限度基準額を使い切った翌日
からは保険給付対象とならない。

13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ2

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1507

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 緊急短期入所受入加算 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのよう
に取り扱うのか。

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限度として算定可能である。 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成２４年度介護報酬改
定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)
（平成24 年3 月16 日）」の
送付について

99

老人保健課 1508

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 緊急短期入所受入加算 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等
の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。

算定できない。 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成２４年度介護報酬改
定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)
（平成24 年3 月16 日）」の
送付について

100

老人保健課 1509

19 短期入所療養介護
事業

【短期入所療養介護（介
護老人保健施設）】

4 報酬 総合医学管理加算 短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合で
あって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治
療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。

算定可能である。 3.3.23
事務連絡
介護保険最新情報vol.948
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.2）（令和
3年3月23日）」の送付につ
いて

38

老人保健課 1510

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 連続利用日数の考え方 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサー
ビスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあ
たり、例えばＡ事業所にて連続15日間（介護予防）短期入所介護費を請求した後、同日にＢ
事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所）の利用を開始し、利
用開始日を含めて連続15日間（介護予防）短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用
日数は何日となるのか。

30日となる。（介護予防）短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用を開始した日及
び利用を終了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の考え方もこれに連動し
て介護報酬を請求した日数をもとに算定されるものである。このため、Ａ事業所からＢ事業
所に利用する事業所を変更した日については、Ａ事業所・Ｂ事業所とも介護報酬請求を行う
ことから、利用変更日は２日と計算される。なお、上記の事例におけるＢ事業所がＡ事業所
と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であっ
て相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、Ａ事業所は
利用を終了した日の介護報酬請求はできないこととなっていることから、連続利用日数は29
日となる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて

67

老人保健課 1511

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 連続利用日数の考え方 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサー
ビスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばＡ事業所にて連続30日間
（介護予防）短期入所生活介護費を請求し、同日にＢ事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは
近接する敷地内にない事業所）の利用を開始した場合、Ｂ事業所は利用開始日から介護報
酬を請求することが可能であるか。

Ａ事業所においてすでに連続して30日間（介護予防）短期入所生活介護費を請求しているこ
とから、Ｂ事業所は利用開始日においては介護報酬を請求することはできず、当該日の
サービス提供に係る費用は利用者の自己負担によることとなり、利用開始日の翌日からは
介護報酬を請求することができる。
なお、上記の事例におけるＢ事業所がＡ事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しく
は近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行
われている事業所であった場合は、Ａ事業所は利用を終了した日の介護報酬は請求できな
いこととなっていることから、Ｂ事業所は利用開始日には介護報酬を請求することができる
が、Ｂ事業所の利用開始日をもって連続して30日間（介護予防）短期入所生活介護費を算
定していることとなることから、利用開始日の翌日は介護報酬を請求することはできず、当
該日のサービス提供に係る費用は利用者の自己負担によることとなり、利用開始日の翌々
日から再び介護報酬を請求することができる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 68

老人保健課 1512

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 利用者に対して送迎を行う場合 訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定す
ればよいか。

・送迎については、短期入所サービスの利用者に対して送迎を行う場合の加算において評
価することとしており、利用者の心身の状況により短期入所サービスの事業所の送迎車を
利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問
介護費として算定することはできない。
・ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して短期入所サービスの事業所へ行く
場合や、短期入所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、
一定の条件の下に、令和３年度から訪問介護費を算定することができることとする。
・なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している短期入所
サービスの事業所の従業者が、当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないた
め、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定することはできないことに留意すること。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 69
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降
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担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1513

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 利用者に対して送迎を行う場合 Ａ事業所の利用者について、Ａ事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利
用者の居宅とＡ事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加
算は算定できるのか。

指定短期入所生活介護等事業者は、指定短期入所生活介護等事業所ごとに、当該指定短
期入所生活介護事業所の従業者によって指定短期入所生活介護等を提供しなければなら
ないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの
限りではないことから、各指定短期入所生活介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務
について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る
業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた
場合は、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定することができる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 70

老人保健課 1514

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、通所介護、地
域密着型通所介護、（介
護予防）短期入所生活
介護、（介護予防）短期
入所療養介護、（介護予
防）特定施設入居者生
活介護、地域密着型特
定施設入居者生活介
護、（介護予防）認知症
対応型共同生活介護、
介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介
護療養型医療施設、介
護医療院】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症
介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなも
のがあるか。

・現時点では、以下のいずれかの研修である。
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護
師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

29

老人保健課 1515

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、（介護予防）短
期入所生活介護、（介護
予防）短期入所療養介
護】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提
供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期
に開催される場合であって、当該会議の検討内容の１つが、認知症ケアの技術的指導につ
いての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が
参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。

貴見のとおりである。 3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

36

老人保健課 1516

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、（介護予防）短
期入所生活介護、（介護
予防）短期入所療養介
護、（介護予防）認知症
対応型共同生活介護、
地域密着型介護老人福
祉施設、施設サービス
共通】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認
知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知
症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。

必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、
・　認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・　認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。
（研修修了者の人員配置例）

3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

38

老人保健課 1518

19 短期入所療養介護
事業

5 その他 療養病床以外の指定 既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定(平
成21年4月)に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けよ
うとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。

一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必
要がある。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 93
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老
老

発
0
3
2
5
第

１
号

 

保
医

発
0
3
2
5
第

２
号

 

令
和

４
年

３
月

2
5
日

 

 地
方

厚
生

（
支

）
局

医
療

課
長

 

都
道

府
県

民
生

主
管

部
（

局
）

 

国
民

健
康

保
険

主
管

課
（

部
）

長
 

 
 

 
殿

 

都
道

府
県

後
期

高
齢

者
医

療
主

管
部

（
局

）
 

後
期

高
齢

者
医

療
主

管
課

（
部

）
長

 

   

厚
生
労

働
省

老
健

局
老

人
保
健

課
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

公
 

印
 

省
 

略
）

 

 厚
生

労
働

省
保

険
局

医
療

課
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

公
 

印
 

省
 

略
）

 

  

「
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
給

付
調

整
に

関
す

る
留

意
事

項
及

び
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
相

互
に

 

関
連

す
る

事
項

等
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
 

  

標
記

に
つ

い
て

は
、
「

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
の

一
部

を
改

正
す

る
件

」
（

令
和

４
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

8
8
号

）
等

が
告

示
さ

れ
、
令

和

４
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

さ
れ

る
こ

と
等

に
伴

い
、
「

医
療

保
険

と
介

護
保

険
の

給
付

調
整

に
関

す
る

留

意
事

項
及

び
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
相

互
に

関
連

す
る

事
項

等
に

つ
い

て
」
（

平
成

1
8
年

４
月

2
8
日

老

老
発

第
0
4
2
8
0
0
1
号
・
保

医
発

第
0
4
2
8
0
0
1
号

）
の

一
部

を
下

記
の

よ
う

に
改

め
、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

の
で

、
そ

の
取

扱
い

に
遺

漏
の

な
い

よ
う

貴
管

下
の

保
険

医
療

機
関

、
審

査
支

払
機

関
等

に
対

し
て

周
知

徹
底

を
図

ら
れ

た
い

。
 

な
お

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
っ

て
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

入
所

者
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

診
療

報
酬

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
に

つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
も

併
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

 

 

記
 

 

「
記

」
以

下
を

別
添

の
と

お
り

改
め

る
。

 

 
 

別
添

 

第
１

 
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
療

養
告

示
に

つ
い

て
 

１
 

第
１

号
関

係
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
要

介
護

被
保

険
者

で
あ

る
患

者
が

、
急

性
増

悪
等

に

よ
り

密
度

の
高

い
医

療
行

為
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、
当

該
患

者
を

医
療

保
険

適

用
病

床
に

転
床

さ
せ

て
療

養
を

行
う

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、
患

者
の

状
態

、
当

該
病

院
又

は

診
療

所
の

病
床

の
空

き
状

況
等

に
よ

り
、
患

者
を

転
床

さ
せ

ず
、
当

該
介

護
保

険
適

用
病

床
に

お
い

て
緊

急
に

医
療

行
為

を
行

う
必

要
の

あ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
、
こ

の
よ

う
な

場
合

に
つ

い

て
は

、
当

該
病

床
に

お
い

て
療

養
の

給
付

又
は

医
療

が
行

わ
れ

る
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、
こ

の

場
合

の
当

該
緊

急
に

行
わ

れ
た

医
療

に
係

る
給

付
に

つ
い

て
は

、
医

療
保

険
か

ら
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
２

)
 

介
護

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
部

分
に

相
当

す
る

療
養

に
つ

い
て

は
、
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

は
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 ２
 

第
２

号
関

係
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

療
養

病
棟
（

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
8
3
号

）
附

則
第

1
3
0
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

た
同

法
第

2
6
条

の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
介

護
保

険
法

第
８

条
第

2
6
項

に
規

定
す

る
療

養
病

床
等

に
係

る
病

棟

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

該
当

す
る

病
棟

が
一

つ
で

あ
る

病
院

又
は

診
療

所
に

お
い

て
、
介

護
保

険
適

用
の

指
定

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
要

介
護

被
保

険
者

以
外

の
患

者
等

に
対

す
る

対

応
が

困
難

に
な

る
こ

と
を

避
け

る
た

め
、
当

該
病

院
又

は
診

療
所

に
お

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

病

室
（

当
該

病
院

に
あ

っ
て

は
、
患

者
の

性
別

ご
と

に
各

１
つ

の
合

計
２

つ
の

病
室
（

各
病

室
の

病
床

数
が

４
を

超
え

る
場

合
に

つ
い

て
は

４
病

床
を

上
限

と
す

る
。
）
）
を

定
め

、
当

該
病

室

に
つ

い
て

地
方

厚
生
（

支
）
局

長
に

届
け

出
た

場
合

は
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ
た

療
養

に

係
る

給
付

は
、

医
療

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

当
該

届
出

に
つ

い
て

は
、
別

紙
様

式
１

か
ら

８
ま

で
に

従
い

、
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

を
行

う
場

合
の

入
院

基
本

料
の

区
分

の
ほ

か
、
夜

間
勤

務
等

の
体

制
、
療

養
環

境
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
入

院
基

本
料

の
区

分
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
介

護
保

険
適

用

病
床

に
お

け
る

療
養

型
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

又
は

診
療

所
型

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ

ス
費

の
算

定
に

係
る

看
護

師
等

の
配

置
基

準
と

同
一

の
も

の
に

相
当

す
る

入
院

基
本

料
を

届

け
出

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 

３
 

第
３

号
関

係
に

つ
い

て
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患

者
に

対
し

歯
科

療
養

を
行

っ
た

場
合

に
つ

い
て

の
当

該
療

養
に

係
る

給
付

に
つ

い
て

は
医

療
保

険
か

ら
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 第
２

 
医

療
保

険
適

用
及

び
介

護
保

険
適

用
の

病
床

を
有

す
る

保
険

医
療

機
関

に
係

る
留

意
事

項
に

つ

い
て

 

１
 

同
一

の
病

棟
で

医
療

保
険

適
用

と
介

護
保

険
適

用
の

病
床

を
病

室
単

位
で

混
在

で
き

る
場

合
 

(
１

)
 

療
養

病
棟

を
２

病
棟

以
下

し
か

持
た

な
い

病
院

又
は

診
療

所
で

あ
る

こ
と

。
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(
２

)
 

病
院

で
あ

っ
て

、
当

該
病

院
の

療
養

病
棟
（

医
療

保
険

適
用

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
の

病

室
の

う
ち

、
当

該
病

棟
の

病
室

数
の

２
分

の
１

を
超

え
な

い
数

の
病

室
を

定
め

、
当

該
病

室
に

つ
い

て
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

の
指

定
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て
地

方
厚

生
（

支
）
局

長

に
届

け
出

た
場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ

た
療

養
に

係
る

給
付

は
、

介
護

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

病
院
（

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
で

あ
る

も
の

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
病

院
の

療

養
病

棟
の

病
室

の
う

ち
、

当
該

病
棟

の
病

室
数

の
２

分
の

１
を

超
え

な
い

数
の

病
室

を
定

め
、

当
該

病
室

に
つ

い
て

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

指
定

を
除

外
し

、
当

該
病

室
に

入
院

す
る

者
に

つ
い

て
療

養
の

給
付
（

健
康

保
険

法
（

大
正

1
1
年

法
律

第
7
0
号

）
第

6
3
条

第
１

項
の

療
養

の
給

付
を

い
う

。
）
を

行
お

う
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

地
方

厚
生
（

支
）
局

長
に

届
け

出
た

場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ
た

療
養

に
係

る

給
付

は
、

医
療

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

２
 

施
設

基
準

関
係

 

(
１

)
 

１
保

険
医

療
機

関
に

お
け

る
介

護
保

険
適

用
の

療
養

病
床
（

以
下
「

介
護

療
養

病
床

」
と

い

う
。
）
と

医
療

保
険

適
用

の
療

養
病

床
（

以
下
「

医
療

療
養

病
床

」
と

い
う

。
）
で

別
の

看
護

師
等

の
配

置
基

準
を

採
用

で
き

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

１
病

棟
を

医
療

療
養

病
床

と
介

護
療

養
病

床
に

分
け

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
各

保
険

適
用

の

病
床

ご
と

に
、
１

病
棟

全
て

を
当

該
保

険
の

適
用

病
床

と
み

な
し

た
場

合
に

満
た

す
こ

と
の

で

き
る

看
護

師
等

の
配

置
基

準
に

係
る

入
院

基
本

料
等
（

医
療

療
養

病
床

の
場

合
は

療
養

病
棟

入

院
料

１
又

は
２

、
介

護
療

養
病

床
の

場
合

は
療

養
型

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
）
を

採
用

す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
こ

の
た

め
、
１

病
棟

内
に

お
け

る
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と

で
、
届

け
出

る
看

護
師

等
の

配
置

基
準

が
異

な
る

こ
と

が
あ

り
得

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ

し
、
医

療
療

養
病

床
及

び
介

護
療

養
病

床
各

々
に

お
い

て
満

た
す

こ
と

の
で

き
る

看
護

師
等

の

配
置

基
準

に
係

る
入

院
基

本
料

等
を

採
用

す
る

こ
と

も
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
な

お
、
医

療
療

養
病

床
に

係
る

届
出

に
つ

い
て

は
、
基

本
診

療
料

の
施

設
基

準
等
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
2
号

）
及

び
「

基
本

診
療

料
の

施
設

基
準

等
及

び
そ

の
届

出
に

関
す

る
手

続
き

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

令
和

４
年

３
月

４
日

保
医

発
0
3
0
4
第

２
号

）
に

基
づ

き
、
療

養
病

棟
入

院

料
１

若
し

く
は

２
又

は
有

床
診

療
所

療
養

病
床

入
院

基
本

料
を

届
け

出
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

(
３

)
 

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、
病

棟
ご

と
に

届
出

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

、
１

病
棟

を
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と
に

分
け

る
場

合
に

は
、
各

保
険

適
用

の
病

床
ご

と

に
、
１

病
棟

全
て

を
当

該
保

険
の

適
用

病
床

と
み

な
し

た
場

合
に

満
た

す
こ

と
の

で
き

る
夜

間

勤
務

等
の

体
制

を
採

用
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 

３
 

入
院

期
間

、
平

均
在

院
日

数
の

考
え

方
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患

者
が

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

般
病

棟
で

の
医

療

が
必

要
と

な
り

、
同

病
棟

に
転

棟
し

た
場

合
は

、
転

棟
後

3
0
日

ま
で

の
間

は
、
新

規
入

院
患

者

と
同

様
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

(
２

)
 

(
１

)
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

の
入

院
期

間
の

考
え

方
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
適

用
の

病
床

に
入

院
し

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
も

、
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
て

い
る

場
合

と
同

様
に

取
り

扱
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

平
均

在
院

日
数

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

(
１

)
及

び
(
２

)
と

同
様

で
あ

る
こ

と
。

 

 

４
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
中

に
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

を
受

け
た

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

い
て

、
緊

急
そ

の
他

の
場

合
に

お
い

て
療

養
の

給
付

を
受

け
た

場

合
に

お
い

て
、
当

該
医

療
保

険
に

お
け

る
請

求
に

つ
い

て
は

、
「

入
院

外
」
の

レ
セ

プ
ト

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
医

療
保

険
に

お
け

る
患

者
の

一
部

負
担

の
取

扱
い

に
つ

い
て

も
通

常

の
外

来
に

要
す

る
費

用
負

担
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

５
 

医
療

保
険

の
診

療
項

目
と

介
護

保
険

の
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

及
び

特
別

診
療

費
の

算
定

に

お
け

る
留

意
事

項
 

(
１

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

へ
転

床
し

た
場

合
、
当

該
転

床
し

た
月

に
お

い
て

は
、
特

定
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

初
期

入
院

診
療

管
理

は
算

定
で

き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
医

療
保

険
適

用
病

床
と

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

け

る
入

院
期

間
が

通
算

し
て

６
月

以
内

の
場

合
で

あ
っ

て
、
当

該
介

護
保

険
適

用
病

床
に

転
床

し

た
患

者
の

病
状

の
変

化
等

に
よ

り
、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
入

院
診

療
計

画
を

見

直
す

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
２

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

、
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健

施
設

に
入

所
し

た
者

又
は

当
該

医
療

機
関

と
一

体
的

に
運

営
さ

れ
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

小
規

模

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

者
に

あ
っ

て
は

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
に

定
め

る
初

期
入

所
診

療
加

算
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
施

設
の

入

所
期

間
及

び
当

該
施

設
入

所
前

の
医

療
保

険
適

用
病

床
に

お
け

る
入

所
期

間
が

通
算

し
て

６

月
以

内
の

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
入

所
し

た
者

の
病

状
の

変
化

等
に

よ
り

、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
診

療
計

画
を

見
直

す
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
３

)
 

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

に
転

床
又

は
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

場
合

、
当

該
転

床
又

は
入

所
し

た
週

に
お

い
て

、
医

療
保

険
の

薬
剤

管
理

指
導

料
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
と

し
て

定
め

ら
れ

た
薬

剤
管

理
指

導
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
ま

た
、
介

護
保

険
適

用
病

床
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

転
床

又
は

介
護

医
療

院
若

し
く

は
介

護
療

養

型
老

人
保

健
施

設
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
同

様
で

あ
る

こ

と
。

 

(
４

)
 

特
定

診
療

費
又

は
特

別
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

理
学

療
法

、
作

業
療

法
、
言

語
聴

覚
療

法
、
集

団
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
並

び
に

特
別

療
養

費
と

し
て

定

め
ら

れ
た

言
語

聴
覚

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
を

行
う

施
設

に
つ

い
て

は
、
医

療
保

険
の

疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
精

神
科

作
業

療
法

を
行

う
施

設
と

同
一

の
場

合
及

び
こ

れ

ら
と

共
用

す
る

場
合

も
認

め
ら

れ
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
た

だ
し

、
共

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
施

設
基

準
及

び
人

員
配

置
基

準
等

に
つ

い
て

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診

療
費

及
び

医
療

保
険

の
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

施
設

基
準

の
両

方
を

同
時

に
満

た

す
必

要
が

あ
る

こ
と

。
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６
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

の
医

療
保

険
に

お
け

る
他

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

が
、
当

該
入

院
の

原
因

と
な

っ
た

傷
病

以
外

の
傷

病
に

罹
患

し
、
当

該
介

護
療

養
型

医
療

施
設

以
外

で
の

診
療

の
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
他

保

険
医

療
機

関
へ

転
医

又
は

対
診

を
求

め
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
 

(
２

)
 

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
つ

い
て

、
当

該
介

護
療

養
施

設
サ

ー

ビ
ス

費
に

含
ま

れ
る

診
療

を
他

保
険

医
療

機
関

で
行

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

は
当

該
費

用
を

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

(
２

)
に

か
か

わ
ら

ず
、
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

眼
科

等
の

専

門
的

な
診

療
が

必
要

と
な

っ
た

場
合
（

当
該

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

当
該

診
療

に
係

る
診

療

科
が

な
い

場
合

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
患

者
に

対
し

当
該

診
療

が
行

わ
れ

た
場

合
（

当

該
診

療
に

係
る

専
門

的
な

診
療

科
を

標
榜

す
る

他
保

険
医

療
機

関
（

特
別

の
関

係
に

あ
る

も
の

を
除

く
。
）
に

お
い

て
、
次

に
掲

げ
る

診
療

行
為

を
含

む
診

療
行

為
が

行
わ

れ
た

場
合

に
限

る
。
）

は
、
当

該
患

者
に

つ
い

て
算

定
す

る
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

に
含

ま
れ

る
診

療
が

当
該

他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

行
わ

れ
た

診
療

に
含

ま
れ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
３

、

医
学

管
理

等
、
在

宅
医

療
、
投

薬
、
注

射
及

び
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
費

用
（

当
該

専

門
的

な
診

療
科

に
特

有
の

薬
剤

を
用

い
た

投
薬

又
は

注
射

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）
は

算
定

で

き
な

い
。

 

ア
 

初
・

再
診

料
 

イ
 

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
 

ウ
 

検
査

 

エ
 

画
像

診
断

 

オ
 

精
神

科
専

門
療

法
 

カ
 

処
置

 

キ
 

手
術

 

ク
 

麻
酔

 

ケ
 

放
射

線
治

療
 

コ
 

病
理

診
断

 

(
４

)
 

他
保

険
医

療
機

関
は

、
(
３

)
の

ア
か

ら
コ

ま
で

に
掲

げ
る

診
療

行
為

を
行

っ
た

場
合

に
は

、

当
該

患
者

の
入

院
し

て
い

る
介

護
療

養
型

医
療

施
設

か
ら

提
供

さ
れ

る
当

該
患

者
に

係
る

診

療
情

報
に

係
る

文
書

を
診

療
録

に
添

付
す

る
と

と
も

に
、
診

療
報

酬
明

細
書

の
摘

要
欄

に
、「

入

院
介

護
療

養
型

医
療

施
設

名
」
、
「

受
診

し
た

理
由

」
、
「

診
療

科
」
及

び
「

他
介

(
受

診
日

数
：

○
日

)
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

 

 第
３

 
介

護
調

整
告

示
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
（

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

を
除

く
。
）
に

対
し

算
定

で
き

る
診

療
報

酬
点

数
表

に
掲

げ
る

療
養

に
つ

い
て

は
、
介

護
調

整
告

示
に

よ
る

も
の

と
し

、
別

紙
１

を
参

照
の

こ
と

。
 

な
お

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
っ

て
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

入
所

者
で

あ
る

も
の

に
対

す

る
診

療
報

酬
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
も

併
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

 

 第
４

 
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
の

医
療

保
険

に
お

け
る

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

等
に

つ
い

て
 

１
 

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

に
対

す
る

診
療

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

第
２

の
６

の
(
１

)
、

(
２

)
及

び
(
４

)
の

例
に

よ
る

こ
と

。
 

 ２
 

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

専
門

的
な

診
療

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
、
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
算

定
で

き
る

費
用

に
つ

い

て
は

介
護

調
整

告
示

に
よ

る
も

の
と

し
、

別
紙

２
を

参
照

の
こ

と
。

 

 ３
 

医
療

療
養

病
床

及
び

介
護

療
養

病
床

が
混

在
す

る
病

棟
の

一
部

を
介

護
医

療
院

に
転

換
し

た
場

合
、

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、

第
２

の
２

の
（

３
）

の
例

に
よ

る
こ

と
。

 

 

第
５

 
医

療
保

険
に

お
け

る
在

宅
医

療
と

介
護

保
険

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
留

意

事
項

 

１
 

同
一

日
算

定
に

つ
い

て
 

診
療

報
酬

点
数

表
の

別
表

第
一

第
２

章
第

２
部
（

在
宅

医
療

）
に

掲
げ

る
療

養
に

係
る

同
一

日
算

定
に

関
す

る
考

え
方

に
つ

い
て

は
、
介

護
保

険
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

は
対

象
と

す
る

も
の

で
は

な

い
こ

と
。

 

 

２
 

月
の

途
中

で
要

介
護

被
保

険
者

等
と

な
る

場
合

等
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

要
介

護
被

保
険

者
等

と
な

っ
た

日
か

ら
、
同

一
の

傷
害

又
は

疾
病

等
に

つ
い

て
の

給
付

が
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
へ

変
更

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

が
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
１

月
あ

た
り

の
算

定
回

数
に

制
限

が
あ

る
場

合
（

医
療

保
険

に
お

け
る

訪
問

歯
科

衛
生

指
導

と
介

護
保

険
に

お
け

る
歯

科
衛

生
士

が
行

う
居

宅
療

養
管

理
指

導
の

場
合

の
月

４
回

な
ど

）
に

つ
い

て
は

、
同

一
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
、
両

方
の

保
険

か
ら

の
給

付
を

合
算

し
た

回
数

で
制

限
回

数
を

考
慮

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

 

３
 

訪
問

診
療

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

指
定

特
定

施
設
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準

（
平

成
1
1
年

厚
生

省
令

第
3
7
号

）
第

1
7
4
条

第
１

項
）
、
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設
（

指
定

地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
4
号

）
第

1
0
9
条

第
１

項
）

又
は

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

（
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
5
号

）
第

2
3
0

条
第

１
項

）
の

い
ず

れ
か

に
入

居
す

る
患

者
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
1
9
2
条

の
２

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
及

び
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る

-81-



基
準

第
2
5
3
条

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
は

算
定

で
き

な

い
。

 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
入

居
者

に
対

し
て

は
、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

を
算

定
で

き
な

い
。

 

 

４
 

在
宅

患
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

介
護

保
険

に
お

け
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
た

場
合

は
、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導

料
の

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

の
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

の
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

 

 

５
 

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

保
険

に
お

け
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

を
算

定
し

た
日

は
調

剤
に

係
る

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
を

算
定

で
き

な
い

。
 

 

６
 

在
宅

患
者

訪
問

点
滴

注
射

管
理

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

、
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
に

お
い

て
通

所
サ

ー
ビ

ス
中

に

実
施

さ
れ

る
点

滴
注

射
に

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

７
 

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

に
つ

い
て

、
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

書
が

交
付

さ
れ

た
場

合
は

、
要

介

護
被

保
険

者
等

の
患

者
で

あ
っ

て
も

算
定

で
き

る
。
た

だ
し

、
認

知
症

が
主

傷
病

で
あ

る
患

者
（

精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
を

算
定

す
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 ８
 

訪
問

看
護

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

訪
問

看
護

療
養

費
は

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

、
訪

問
看

護
療

養

費
に

係
る

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
基

準
等

（
平

成
1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
0
3
号

。
以

下
「

基
準

告
示

」
と

い
う

。
）
第

２
の

１
の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る

指
定

訪
問

看
護

を
行

う
場

合
（

退
院

支
援

指
導

加
算

に
つ

い
て

は
、
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問

看
護

が
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
で

あ
る

場
合

又
は

基
準

告
示

第
２

の

１
の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る
指

定
訪

問
看

護
で

あ
る

場
合

、
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１
に

つ
い

て
は

、
同

一
月

に
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）
、
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
が

算
定

さ
れ

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合
（

認
知

症
で

な
い

患
者

に
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

に
限

る
。
）
及

び
入

院
中
（

外
泊

日
を

含
む

。
）

に
退

院
に

向
け

た
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

に
は

、
算

定
で

き
る

。
 

た
だ

し
、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

2
4
時

間
対

応

体
制

加
算

、
介

護
保

険
に

お
け

る
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
特

別
管

理
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
ま

た
、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

た
場

合
は

、
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費
（

遠
隔

死
亡

診
断

補
助

加
算

を
含

む
。

）
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

９
 

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

在
宅

患
者

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
指

導
管

理
料

は
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

指
導

管
理

を
行

う
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
６

月
に

１
回

、
1
4
日

間
に

限
り

算
定

で

き
る

。
 

 

1
0
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

対
し

て
行

う
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
、
医

療
保

険
に

お
け

る
心

大
血

管
疾

患
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
廃

用
症

候
群

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

又

は
呼

吸
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
」
と

い
う

。
）
を

算
定

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い
う

。
）
を

行
っ

た
後

、
介

護
保

険
に

お
け

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
（

以
下
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い

う
。
）
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
月

以
降

は
、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
疾

患
等

に

つ
い

て
、
手

術
、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

を
算

定
す

る
患

者
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

を
除

き
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ

ョ
ン

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

た
だ

し
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

施
設

と
は

別
の

施
設

で
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
に

な
っ

た
場

合
に

は
、
一

定
期

間
、

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

併

用
し

て
行

う
こ

と
で

円
滑

な
移

行
が

期
待

で
き

る
こ

と
か

ら
、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
々

月
ま

で
、
併

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。
併

用
す

る
場

合
に

は
、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
の

日
に

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
を

算
定

す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。
た

だ
し

、
当

該
利

用
開

始
日

の
翌

月
及

び
翌

々
月

に
算

定
で

き
る

疾
患

別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

は
１

月
７

単
位

ま
で

と
す

る
。

 

な
お

、
目

標
設

定
等

支
援
・
管

理
料

を
算

定
し

て
か

ら
３

月
以

内
に

、
当

該
支

援
に

よ
っ

て
紹

介

-82-



さ
れ

た
事

業
所

に
お

い
て

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

体
験

す
る

目
的

で
、
同

一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
に

１

月
に

５
日

を
超

え
な

い
範

囲
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
場

合
は

、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

必
要

は
な

く
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
か

ら
介

護
保

険
に

お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

し
た

も
の

と
は

み
な

さ
な

い
。

 

 

1
1
 

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

料
等

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

医
療

保
険

に
お

け
る

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

、
精

神
科

シ
ョ

ー
ト
・
ケ

ア
、
精

神

科
デ

イ
・
ケ

ア
、
精

神
科

ナ
イ

ト
・
ケ

ア
又

は
精

神
科

デ
イ
・
ナ

イ
ト
・
ケ

ア
（

以
下
「

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

等
」
と

い
う

。
）
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

は
、
当

該
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア
料

等
を

、
同

一
の

環
境

に
お

い
て

反
復

継
続

し
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
た

め
、
患

者
が

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
重

度
認

知
症

患
者

デ

イ
・
ケ

ア
料

等
を

行
っ

て
い

る
期

間
内

に
お

い
て

は
、
介

護
保

険
に

お
け

る
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
費

及
び

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
費

を
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

で
あ

っ
て

、
特

定
施

設
（

指
定

特
定

施
設

、
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

又
は

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

に
限

る
。
）
の

入
居

者
及

び
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の

受
給

者
の

入
居

施
設

）
の

入
居

者
以

外
の

も
の

に
対

し
て

行
う

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア

等
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
に

お
け

る
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
の

日
に

限
り

、
医

療
保

険
に

お
け

る
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア
料

等
を

算
定

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
２

)
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生

活
介

護
の

受
給

者
の

入
居

施
設

）
の

入
居

者
に

つ
い

て
は

、
医

療
保

険
の

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

は
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
認

知
症

で
あ

る
老

人
で

あ
っ

て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

に
該

当
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

こ
と

。
 

 

1
2
 

人
工

腎
臓

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

老
人

保
健

施
設

の
入

所
者

に
つ

い
て

、
人

工
腎

臓
の
「

１
」
か

ら
「

３
」
ま

で
の

い
ず

れ
か

を
算

定
す

る
場

合
（
「

注
1
3
」
の

加
算

を
算

定
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

取
扱

い
は

、
介

護
老

人
保

健
施

設
の

入
所

者
以

外
の

者
の

場
合

と
同

様
で

あ
り

、
透

析
液

（
灌

流
液

）
、

血
液

凝
固

阻
止

剤
、

生
理

食
塩

水
、
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
、
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

、
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

及
び

Ｈ
Ｉ

Ｆ
－

Ｐ
Ｈ

阻
害

剤
の

費
用

は
人

工
腎

臓
の

所
定

点
数

に
含

ま
れ

て
お

り
、
別

に
算

定
で

き
な

い
。
な

お
、
生

理
食

塩
水

に
は

、
回

路
の

洗
浄
・
充

填
、
血

圧
低

下
時

の
補

液
、
回

収
に

使
用

さ
れ

る
も

の

等
が

含
ま

れ
、
同

様
の

目
的

で
使

用
さ

れ
る

電
解

質
補

液
、
ブ

ド
ウ

糖
液

等
に

つ
い

て
も

別
に

算
定

で
き

な
い

。
ま

た
、
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

は
、
原

則
と

し
て

人
工

腎
臓

を
算

定
す

る
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
院

内
処

方
す

る
こ

と
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(
別
紙
１
)

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

―
×

○
×

○
×

○
（

入
院

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
（

配
置

医
師

が
行

う
場

合
を

除
く

。
）

○
×

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

○
（

Ａ
２

２
７

精
神

科
措

置
入

院
診

療
加

算
及

び
Ａ

２
２

７
－

２
精

神
科

措
置

入
院

退
院

支
援

加
算

に
限

る
。

）

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

×
―

―

○
―

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

○
―

○
―

○
―

○
―

―
○

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

×
○

○

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

○

○
○

―
―

×
○

―
―

×
○

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

特

医 学

Ｂ
０

０
７

－
２

　
退

院
後

訪
問

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
×

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
７

－
２

　
認

知
症

療
養

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
1
3
　

こ
こ

ろ
の

連
携

指
導

料
（

Ⅱ
）

○
×

×

Ｂ
０

０
５

－
1
2
　

こ
こ

ろ
の

連
携

指
導

料
（

Ⅰ
）

○
×

×

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
４

　
外

来
が

ん
患

者
在

宅
連

携
指

導
料

○
×

×
×

×
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
１

２
　

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
○

×
○

Ｂ
０

０
５

－
１

－
２

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

××

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

×

Ｂ
０

０
１

の
3
2
　

一
般

不
妊

治
療

管
理

料

Ｂ
０

０
１

の
3
3
　

生
殖

補
助

医
療

管
理

料

○ ○

× ×

× ×

Ｂ
０

０
１

の
3
4
　

ハ
　

二
次

性
骨

折
予

防
継

続
管

理
料

３
○

×
××

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

の
1
0
　

入
院

栄
養

食
事

指
導

料
―

×
×

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

基 本

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
７

　
外

来
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

注
１

○
○

注
２

○

○
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

場
合

に
限

る
。

）

×
―

注
３

―
○

注
４

○
×

○
―

注
５

及
び

注
６

○
○

×
○

注
８

加
算

及
び

注
９

加
算

○
○

注
1
0
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

○
○

×
○

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
―

○

注
1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

○
○

注
1
6
加

算
（

地
域

連
携

診
療

計
画

加
算

）
―

―

注
1
7
加

算
（

療
養

情
報

提
供

加
算

）
―

○

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
×

○
○

○
―

○
―

○
○

×
○

※
１

―
×

○
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

Ｂ
０

１
５

　
精

神
科

退
院

時
共

同
指

導
料

―
×

×
×

上
記

以
外

○
×

×

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

○
×

×

特 掲
管 理 等

Ｃ
０

０
１

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅰ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
診

療
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
×

×
×

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

○
○

○
×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
１

　
連

携
強

化
診

療
情

報
提

供
料

○
×

×
×

Ｂ
０

１
１

－
５

　
が

ん
ゲ

ノ
ム

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

評
価

提
供

料
○

×

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×

○
×

×
×

○
×

×
×

×
×

○
×

×
×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
（

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
A
型

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
を

除
く

。
）

○
※

1
0

―
―

○
（

定
員

1
1
0
名

以
下

の
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

A
型

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
並

び
に

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

入
所

者
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。
）

―
―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

○
×

○
―

―

―
○

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）
イ

：
○

　
※

1
2

在
宅

移
行

管
理

加
算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
―

そ
の

他
の

加
算

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

○
○

※
２

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
５

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
点

滴
注

射
管

理
指

導
料

○
※

２
×

×
×

×
×

×
×

Ｃ
０

０
５

　
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・

指
導

料
Ｃ

０
０

５
－

１
－

２
　

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・

指
導

料 （
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

指
導

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
×

×
×

○
※

２
（

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）

×
×

×

Ｃ
０

０
４

　
救

急
搬

送
診

療
料

○
×

×
×

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

×
×

×

×
×

×

Ｃ
０

０
２

－
２

　
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

×
×

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
１

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｃ
０

０
２

　
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
×

―
―

―
―

○
―

―

―
○

※
１

―
○

○
×

○
×

○
○

○

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
×

○
○

○

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

Ｈ
０

０
５

視
能

訓
練

及
び

Ｈ
０

０
６

難
病

患
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

に
限

る
。

）

×

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

―
×

○
○

※
１

―
×

―

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

×

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
２

在
宅

精
神

療
法

に
限

る
。

）

検
査

○
○

※
７

画
像

診
断Ｃ

０
１

３
　

在
宅

患
者

訪
問

褥
瘡

管
理

指
導

料
○

×
×

×

第
２

節
第

１
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

料
○

×
×

×

○
○

投
薬

○
○

※
３

注
射

○
○

※
５

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
１

○
×

×
×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
２

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
３

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

診
療

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
×

×
×

Ｃ
０

１
０

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

１
１

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

０
９

　
在

宅
患

者
訪

問
栄

養
食

事
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
訪

問
看

護
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
７

－
２

　
介

護
職

員
等

喀
痰

吸
引

等
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
６

　
在

宅
患

者
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
指

導
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
（

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
な

患
者

に
限

る
。

）
×

×
×

Ｃ
０

１
４

　
外

来
在

宅
共

同
指

導
料

―
―

―
―

○
×

×
○

○
×

×

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

×
○

※
７

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
１

通
院

精
神

療
法

に
限

る
。

）
○

×

-87-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
×

○

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
×

○
×

○
○

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
５

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
６

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○
―

○

○
○

×
○

×
―

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
3

―
×

×
×

×

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
3

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
×

×
×

×
―

―
―

―
―

―
○

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

認
知

症
で

あ
る

老
人

で
あ

っ
て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

の
も

の
に

限
る

。
）

―
○

―
○

（
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
１

の
ハ

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

※
１

○
○

※
６

○
×

○
○

処
置

○
○

※
７

Ｉ
０

１
６

　
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
×

Ｉ
０

１
２

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

料
○

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

○
（

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

・
指

導
料

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
看

護
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

（
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

以
外

の
加

算
を

含
む

。
）

○
※

９
×

×
×

Ｉ
０

１
０

　
精

神
科

ナ
イ

ト
・

ケ
ア

Ｉ
０

１
０

－
２

　
精

神
科

デ
イ

・
ナ

イ
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
１

　
精

神
科

退
院

指
導

料
Ｉ

０
１

１
－

２
　

精
神

科
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×

―
×

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

―
×

Ｉ
０

０
８

　
入

院
生

活
技

能
訓

練
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

Ｉ
０

０
５

　
入

院
集

団
精

神
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

○
×

特 掲

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

○
×

×

精 神 科 専 門 療 法
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

―
○

○
―

○
―

―
○

○
○

※
１

○
―

○
―

○
―

○
○

○
○

○
○

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
○

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

注
1
4
　

服
薬

管
理

指
導

料
の

特
例

（
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
と

連
携

す
る

他
の

薬
剤

師
が

対
応

し
た

場
合

）

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

上
記

以
外

○
○

○
○ ×

１
０

の
３

　
服

薬
管

理
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×

×

１
３

の
３

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
包

括
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
３

の
２

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
１

－
５

　
在

宅
患

者
訪

問
口

腔
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
１

　
訪

問
歯

科
衛

生
指

導
料

×
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
３

　
歯

科
疾

患
在

宅
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

１
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
―

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
（

注
２

及
び

注
６

）
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

○

Ｂ
０

１
１

－
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
―

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
６

－
３

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
○

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

―

×
―

○
○

Ｂ
０

０
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
○

歯 科

Ｂ
０

０
０

－
４

　
歯

科
疾

患
管

理
料

Ｂ
０

０
２

　
歯

科
特

定
疾

患
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

０
４

－
１

－
４

　
入

院
栄

養
食

事
指

導
料

―

特 掲

麻
酔

○
○

○
※

７

放
射

線
治

療
○

○
○

病
理

診
断

×
×

―

Ｂ
０

０
４

－
９

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×

手
術

○
○

○
※

７
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

×
○

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
―

×
○

×
○

○
※

２

○
※

２
（

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

）
イ

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
で

あ
っ

て
、

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
4

―

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
4

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

―
――

０
１

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅱ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
―

―
―

０
１

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

９
―

―

０
１

－
３

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅲ

)
及

び
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅳ

)
―

ア
：

○
イ

：
×

ア
：

○
イ

：
×

―

０
２

　
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

2
4
時

間
対

応
体

制
加

算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

×

上
記

以
外

○
×

×
×

１
５

の
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
―

×
×

×

調 剤

１
５

の
５

　
服

薬
情

報
等

提
供

料
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

１
５

の
２

　
在

宅
患

者
緊

急
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

○
×

×

１
５

の
３

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
共

同
指

導
料

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×
×

１
４

の
２

の
１

　
外

来
服

薬
支

援
料

１
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

１
５

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×

×
×

-90-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
7

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
×

―
―

０
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
３

－
２

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

２
―

―
―

―

在
宅

患
者

緊
急

時
等

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
加

算
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
×

―
―

―

退
院

支
援

指
導

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

×
―

―
―

特
別

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

退
院

時
共

同
指

導
加

算
―

×
×

ア
：

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

イ
：

×

専
門

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
　

※
1
6

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）
イ

：
○

　
※

1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

注
）

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

※
６

次
に

掲
げ

る
費

用
に

限
る

。
　

・
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

又
は

２
の

イ
　

・
外

来
化

学
療

法
加

算
　

・
静

脈
内

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
又

は
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

若
し

く
は

２
の

イ
若

し
く

は
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
動

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

局
所

持
続

注
入

（
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

又
は

２
の

イ
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
肝

動
脈

塞
栓

を
伴

う
抗

悪
性

腫
瘍

剤
肝

動
脈

内
注

入
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
又

は
２

の
イ

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

点
滴

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
又

は
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

若
し

く
は

２
の

イ
若

し
く

は
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

植
込

型
カ

テ
ー

テ
ル

に
よ

る
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

エ
リ

ス
ロ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

Ｈ
Ｉ

Ｆ
－

Ｐ
Ｈ

阻
害

剤
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

（
悪

性
新

生
物

に
罹

患
し

て
い

る
患

者
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
の

費
用

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

抗
ウ

イ
ル

ス
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

及
び

後
天

性
免

疫
不

全
症

候
群

又
は

Ｈ
Ｉ

Ｖ
感

染
症

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体
の

費
用

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

、
超

音
波

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

〇
：

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2
8
号

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

べ
き

療
養

と
し

て
い

る
も

の
　

×
：

診
療

報
酬

の
算

定
方

法
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
9
号

）
第

６
号

の
規

定
に

よ
り

算
定

で
き

な
い

も
の

　
－

：
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

の
算

定
要

件
を

満
た

し
得

な
い

も
の

０
３

－
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

３
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

社
会

福
祉

施
設

、
身

体
障

害
者

施
設

等
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

に
係

る
診

療
報

酬
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

「
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
け

る
療

養
の

給
付

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

特
段

の
規

定
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
規

定
が

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

０
５

　
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）

―
―

―

遠
隔

死
亡

診
断

補
助

加
算
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

※
７

※
８

死
亡

日
か

ら
さ

か
の

ぼ
っ

て
3
0
日

以
内

の
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
患

者
を

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
（

看
取

り
介

護
加

算
の

施
設

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

に
お

い
て

看
取

っ
た

場
合

（
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

又
は

在
宅

療
養

支
援

病
院

若
し

く
は

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

協
力

医
療

機
関

の
医

師
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。

※
９

※
1
0

※
1
1

※
1
2

※
1
3

※
1
4

※
1
5

※
1
6

※
1
7

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
、

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
看

護
が

必
要

で
あ

る
患

者
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

出
来

る
者

（
認

知
症

で
な

い
者

に
限

る
。

）

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

に
限

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

検
査

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
処

置
、

手
術

又
は

麻
酔

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
、

特
掲

診
療

料
の

施
設

基
準

等
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
3
号

）
別

表
第

1
2
第

１
号

、
第

２
号

、
第

３
号

、
第

４
号

又
は

第
５

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。

認
知

症
患

者
を

除
く

。
（

た
だ

し
、

精
神

科
在

宅
患

者
支

援
管

理
料

を
算

定
す

る
患

者
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

診
療

料
、

在
宅

時
医

学
総

合
管

理
料

、
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

又
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
（

以
下

「
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
」

と
い

う
。

）
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
医

師
（

配
置

医
師

を
除

く
。

）
が

診
察

し
た

場
合

に
限

り
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

退
院

日
か

ら
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
し

た
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
前

の
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
の

算
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
退

院
日

を
除

き
算

定
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

以
外

の
患

者
に

お
い

て
は

、
利

用
開

始
後

3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

で
あ

っ
て

、
当

該
患

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

前
3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
看

護
師

等
が

訪
問

看
護

・
指

導
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
し

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

看
護

師
等

が
指

定
訪

問
看

護
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
別
紙
２

）

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

基 本
×

○

Ｂ
０

０
１

の
６

　
て

ん
か

ん
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
７

　
難

病
外

来
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
８

　
皮

膚
科

特
定

疾
患

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
0
　

糖
尿

病
合

併
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

の
1
4
　

高
度

難
聴

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
5
　

慢
性

維
持

透
析

患
者

外
来

医
学

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
6
　

喘
息

治
療

管
理

料
○

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×
○

（
Ａ

４
０

０
の

１
 
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
１

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
2
2
　

が
ん

性
疼

痛
緩

和
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
2
3
　

が
ん

患
者

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
１

　
ウ

イ
ル

ス
疾

患
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
２

　
特

定
薬

剤
治

療
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
３

　
悪

性
腫

瘍
特

異
物

質
治

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
９

　
外

来
栄

養
食

事
指

導
料

○
※

１

Ｂ
０

０
１

の
1
1
　

集
団

栄
養

食
事

指
導

料
○

※
１

Ｂ
０

０
１

の
1
2
　

心
臓

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

ー
指

導
管

理
料

○○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

×
○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
４

　
地

域
連

携
夜

間
・

休
日

診
療

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
3
2
　

一
般

不
妊

治
療

管
理

料

Ｂ
０

０
１

の
3
3
 
 
生

殖
補

助
医

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
3
4
　

ハ
　

二
次

性
骨

折
予

防
継

続
管

理
料

３

○ ○ ○

Ｂ
０

０
１

の
3
5
　

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

免
疫

療
法

治
療

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
3
6
　

下
肢

創
傷

処
置

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
７

　
リ

ン
パ

浮
腫

指
導

管
理

料
（

注
２

の
場

合
に

限
る

。
）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

Ｂ
０

０
１

－
３

　
生

活
習

慣
病

管
理

料
○

（
注

３
に

規
定

す
る

加
算

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

－
３

－
２

　
ニ

コ
チ

ン
依

存
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
1
2
　

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
管

理
料

○

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○

特 掲

医 学 管 理 等
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

注
１

注
６

注
８

加
算

注
1
0
加

算
 
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
注

1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅰ

）

○

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

Ｂ
０

１
１

－
３

　
薬

剤
情

報
提

供
料

×

Ｂ
０

１
１

　
連

携
強

化
診

療
情

報
提

供
料

○

Ｂ
０

１
２

　
傷

病
手

当
金

意
見

書
交

付
料

○

上
記

以
外

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○

上
記

以
外

×

検
査

×
○

画
像

診
断

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○

投
薬

○
※

２
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

の
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

×
○

Ｂ
０

１
１

－
５

　
が

ん
ゲ

ノ
ム

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

評
価

提
供

料

Ｃ
０

１
４

　
外

来
在

宅
共

同
指

導
料

－
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

（
同

一
日

に
お

い
て

、
特

別
診

療
費

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

×
○

×
○

×
○

×
○

特 掲
精 神 科 専 門 療 法

Ｉ
０

０
０

　
精

神
科

電
気

痙
攣

療
法

×
○

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

×
○

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

Ｉ
０

０
０

－
２

　
経

頭
蓋

磁
気

刺
激

療
法

×
○

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア
（

注
５

の
場

合
を

除
く

。
）

×

○

注
射

○
※

３
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

の
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
○

（
Ｈ

０
０

５
視

能
訓

練
及

び
Ｈ

０
０

６
難

病
患

者
リ

ハ
ビ

リ
テ

－
シ

ョ
ン

料
に

限
る

。
）

処
置

○
※

４
○

手
術

特 掲

麻
酔

○

放
射

線
治

療
○

病
理

診
断

○

×
○

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア
（

注
６

の
場

合
を

除
く

。
）

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

×

上
記

以
外

×

Ｉ
０

０
６

　
通

院
集

団
精

神
療

法
×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

調 剤

退
院

時
共

同
指

導
加

算

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

歯 科
×

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

、
超

音
波

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

訪
問

看
護

療
養

費
× ○

※
５

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
×

上
記

以
外

○

別
表

第
三

×

介
護

報
酬

に
お

い
て

、
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
2
年

厚
生

省
告

示
第

2
1
号

）
の

別
表

（
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

介
護

給
付

費
単

位
数

表
）

の
４

の
イ

か
ら

ヘ
ま

で
の

注
５

に
掲

げ
る

減
算

を
算

定
し

た
場

合
に

限
る

。
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介護保険関連情報のホームページアドレスについて 

 

 介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情

報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。 

 

（１）厚生労働省 令和４年度介護報酬改定について 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html 

 

（２）介護保険最新情報（厚生労働省ホームページ） 

   厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/index_00010.html 

 

（３）介護サービス関係Ｑ&Ａ（厚生労働省ホームページ） 

   介護サービス関係のＱ&ＡをＰＤＦ又はエクセルファイルで閲覧可能 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/qa/ 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ 介護サービス関係Ｑ&Ａ一覧 

   介護サービス関係Ｑ&Ａの内容を検索できるページ 

https://www.wam.go.jp/wamappl/R3kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&qn=

&tn=&pc=1 

 

（５）「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935687.pdf 

    ※ 検索サイトで「保医発 0325第２号」で検索すると閲覧できます。 
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